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日 時 １１月１１日（火） 午前９時３０分～１２時００分 

会 場 川崎市産業振興会館９階第３研修室 

出席者 ３４人

 

次 第 １ 開 会 

２ あいさつ 

３ 事務連絡 

４ 講 演 テーマ 

「食品衛生からみた食の安全について」 

講 師 

 川崎市健康福祉局健康安全部健康危機管理担当 

食品安全担当 富樫 まどか さん 

５ 意見交換会 

ファシリテーター 

健康福祉局健康安全部健康危機管理担当食品安全担当 

富樫 まどか さん 

健康福祉局健康安全研究所 残留農薬・放射能担当係長 

                岸  美紀  さん 

 

                佐藤 裕美  さん 

６ 総評・まとめ 

７ ふりかえりシートの記入 
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・はじめに健康福祉局健康安全部健康危機 

管理担当食品安全担当富樫 まどかさんか 

ら「食品衛生からみた食の安全について」 

をテーマに講演をしていただきました。 

 

 

【講演概要】 

☆「安全」と「安心」の違い☆ 

安全と安心はイコールではありません。「安全」とは具体的な危険が物理的に排除

された状態で客観的なものです。安全の上に行政の監視や、食品事業者の取組みや、

消費者の皆さんが色々な情報を得て、個人の不安が取り除かれたものが「安心」に

なります。安心かどうかは個人の主観的な判断に委ねられています。行政は事業者

の監視と共に消費者の皆さんに色々な情報を提供していくことが重要だと考えてい

ます。 

 

         

 

☆過去５ヶ年の食中毒発生状況☆ 

過去５年間の全国の食中毒の発生状

況をみますと毎年ほぼ 1,000 件程度

の 食 中 毒 事 件 が 発 生 し て お り 、

20,000 人以上の患者が発症してい

ます。 

平成２１年には新型インフルエンザ

が流行しました。感染予防として手洗

いをしっかりしたことが食中毒予防に

もつながり、事件数や患者数が減少傾向を示したと考えられます。 
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平成２２年には大規模食中毒事件はありませんでしたが、全国的にノロウイルス

による食中毒事件が多く発生したため、事件数及び患者数が増加しました。 

平成２３年には富山県の焼肉店で腸管出血性大腸菌 O111 による大規模食中毒

が発生しました。この事件を受けて生食用食肉の規格基準が設定されました。 

平成２４年には北海道の事業者が製造した白菜の漬物を原因食品とした腸管出血

性大腸菌Ｏ１５７による大規模食中毒事件が発生しました。本事例により、漬物の

衛生規範が改正されました。そのほか、平成２４年には牛レバーの生食用としての

販売や提供が禁止されました。 

 

☆最近の食中毒発生状況☆ 

ノロウイルスによる食中

毒や感染症は一年を通して

発生していますが、特に冬

場に流行します。ノロウイ

ルスは感染力が強く、１事

件あたりの患者数が多いた

め、冬場の事件数、患者数

共に多くなる傾向が見られ

ます。１月から３月と１２

月の食中毒事件数の内７割

がノロウイルスによるもの

です。 

保健所に病院や患者から

届出があった際は、検便、

発症から１週間（場合によ

っては２週間から１ヶ月）

前に遡り食べたメニューの

調査、行動調査、飲食店の

調査等を実施して客観的に

食中毒かを判断します。 

右図は平成２５年の病因

物質別全国食中毒事件の発

生状況です。ノロウイルス

とカンピロバクターによる食中毒事件が６割を占めています。 
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右図は平成２５年に川

崎市内で発生した食中毒

事件の一覧です。平成２

５年には全部で６件の食

中毒事件が発生しました。

例年、６～７件発生して

いますが、今年は現時点

ですでに７件の食中毒事

件が発生しています。 

 

 

 

☆食中毒の予防について☆ 

食中毒を予防するためには、基

本の３原則を守ることが大変有効

だとされています。まず「つけな

い」。毎日の健康チェックを欠かさ

ず、少しでも体調に不安が有る場

合は食品に直接触れないこと。そ

して手洗いを徹底することです。

手洗いを入念にしても、その後不

衛生なタオルで手を拭くと、再度

細菌を手に付けることになるため、

ふきんやタオル等も適宜清潔なものに交換しましょう。 

次に「増やさない」。食材や調理品を適切な温度で保管しましょう。食品に記載さ

れている保存温度を必ず守ってください。冷凍の食品を解凍する際には、常温で自

然解凍すると中心部が完全に解凍されるまでに外気に接している部分で細菌が増え

るため、冷蔵庫で温度管理をしながら解凍するか、流水解凍やレンジを利用して速

やかに解凍しましょう。 

最後に「やっつける」。加熱や殺菌工程が重要となります。中心温度７５度１分間

以上で食中毒細菌は死滅するといわれているため、中心部までよく加熱することが

重要です。しかし、ノロウイルスは７５度では死滅しないため、ノロウイルスに汚

染された可能性のある食品は中心温度が８５度から９０度で９０秒間以上加熱しま

しょう。アルコールは食中毒細菌に対しては有効ですが、ノロウイルスは死滅しな

いため、ノロウイルスの消毒には次亜塩素酸を使用して下さい。そして、食材をよ
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く見て、寄生虫や異物などの混入がないか確認することも重要です。 

昨年度、浜松市の小学校で食パンを原因としたノロウイルスによる大規模食中毒

が発生したことで、厚生労働省からノロウイルスによる食中毒の発生予防について

更なる徹底を図るように通知が発出されました。この通知は事業者向けですが、基

本は感染症対策であって、従事者自らが不顕性感染者である可能性を自覚した行動

が重要であるという内容です。簡単にいうとノロウイルスに感染しても発症しない

ことがあるため、普段からノロウイルスに感染しないように気をつけるだけでなく、

もう既に自分はノロウイルスに感染しているつもりで、その感染を拡げないように

振る舞いましょうということです。またこの通知の中でノロウイルス食中毒予防の

為の４原則が提示されました。その４原則が、「持ち込まない」、「拡げない」、「加熱

する」、「つけない」です。 

 

 

☆食品衛生に係る色々な動きについて☆ 

まずは表示についてですが、平成２５年６月２８日に食品表示法が成立しました。

それまではＪＡＳ法や食品衛生法や健康増進法など複数の法令に分かれて規定され

ていましたが、内容が重複する部分もあり、より分かりやすくするために消費者庁

が表示基準の策定を一元的に所管し、食品表示法が成立しました。しかし、成立は

しましたが施行されていないため、現在流通している食品の表示は今までと変更あ

りません。食品表示法については成立から２年以内に施行される予定であり、表示

基準については検討がなされています。 

次に事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針ですが、HACCP 型基準を段

階的に導入し、より安全な食品を製造することを目的としています。重要管理点を

定め、それを連続的に監視することでより効果的に問題のある製品の出荷を防ぐこ

とが可能になるほか、何か起きたときに原因の追及を容易にすることが可能になり

ます。また、定められた手順や方法を遵守することが不可欠になるため、従業員の

教育にも繋がります。そのほか、昨年末に起きた冷凍食品への農薬混入事案を踏ま
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え、事業者は消費者等から健康被害に繋がる恐れが否定できない苦情を受けた場合、

保健所等に速やかに報告する旨が規定されました。これまでも健康被害があるもの

や違反食品については保健所に報告することになっていましたが、健康被害がない

と言い切れないものについても報告することになりました。本市では、この通知を

受けて、「川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準に関

する条例」の改正作業に着手しています。 

最後に食肉の規制について情

報提供します。富山県の焼肉店

で発生したＯ１１１の食中毒事

件を受け、ユッケなどの生食用

食肉（牛）については平成２３

年１０月１日から食品衛生法に

基づく規格基準と表示基準が設

定されました。平成２４年７月

には牛レバーを生食用として販

売、提供することが禁止され、

現在流通している牛レバーは加熱用のみとなっています。これらの規制により今ま

で生食用として提供されていなかった食肉等が生食用として提供されるようになっ

た実態があることから、平成２６年６月２０日に厚生労働省の食肉等の生食に関す

る調査会で豚の食肉と内臓についても生食を禁止するべきであるという報告があり、

規格基準を設定する動きがあります。 

生食のリスクは高いものの流

通量が少ないために公衆衛生上

のリスクがさほど高くないもの

として、羊、山羊や野生動物の

食肉等についても検討がなされ

ています。Ｅ型肝炎ウイルスの

ほか、野生鳥獣が保有している

病因物質は、未知なものが多い

ため生食は避けましょう。輸入

食品への不安を払拭できない方

も多いと思いますが、この後の

意見交換会で色々な意見を伺え

ればと思います。 
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・続いて A～C の３グループに分かれて、意見交換を行いました。各グルー

プから発表を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活発な意見交換

が行われました 
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《グループ意見発表》 
Ａグループ 山崎さん 

Ａグループでは、アレルギー表示、輸入食品の安

全性、ノロウイルスはどのように増殖するのか、食

品添加物についてなど色々な疑問が出ました。 

アレルギー表示は、表示を義務付けられている品

目が７つあり、表示を推奨している品目もあるうえ、

包装された食品には表示が必要だが包装されていな

いと表示をしなくていい。例えばコロッケ等はむきだしで売っていれば表示しなく

てよいが、袋に入れれば表示しなければならない。また、海外ではむきだしになっ

ていても問題は起きないが、日本は必要以上に包装をしているという意見もありま

した。 

ノロウイルスについては、どのように増殖するのかという疑問があり、牡蠣など

の二枚貝がウイルスを持っていて人間のお腹で増殖し、人間がお腹を壊し、下痢を

したり吐いたりすることにより環境中に排出される。排出されたウイルスが乾燥し、

空気中に浮くとまたそれを人間が吸うなどという繰り返しがノロウイルスの増殖に

つながることがわかりました。 

様々な疑問に対して、年齢や体力などの条件が違うので、アレルギー、輸入食品、

食品添加物、農薬について、どのように気をつけていくのか個々の判断が大切であ

るとの結論に至りました。 

 

 

Ｂグループ 森田さん 

 食品の偽装表示が昨年暮れにありましたが、どの

程度妥協して食品を買っているかという問いに対し、

ハザードに対するリスクの程度はあくまでも個人の

判断基準であるとの意見がありました。違反が多い

食品等は国がモニタリング検査を行っているが、そ

のきゅうりが本当に安全か、そのお肉が本当に安全

かどうかは最後の最後まで突き詰めることが出来ないため、リスクを伴うものの、

妥協点は個人の判断によるという話になりました。 

旅行中、産直所で中国産の食品が販売されていたが、原材料だけ輸入して日本で

育てる場合や加工して販売する場合もあるという話をされる方もいました。食べて

良い物といけない物を分かり易く一覧にしたものが欲しいとの意見があり、「食べて

はいけない○○」等の食品添加物に関する本を読まれている方もいらっしゃり、紹
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介がありました。 

学校給食の話題では、基本的に地産地消を心掛けているようですが、添加物の基

準は必ず守っていると担当の方からお話がありました。添加物はどの食品にもほぼ

入っているが、１００％除去したら乏しい食生活になるため、これを心配し過ぎる

と毎日の食生活は送れないのではないかという話になりました。 

ここまでなら安全という基準は無く、考え方や抵抗力も人それぞれであるため、

個人の年齢や体力、健康状態などを考慮して各自がボーダーラインを決めて、食生

活を楽しんでいければいいのではないのか、また、食品添加物全てが悪いと決めつ

けず、自己の判断により今後も豊かな食生活を送りたいという結論に至りました。 

 

 

Ｃグループ 雲英さん 

皆さんから意見を頂きまして、その中から主に目

立った意見をまとめとしてださせて頂きます。箇条

書きとなりますが、よろしくお願い致します。 

食品の安全は目で見ているものではありますが、

根源は目に見えないものなので、まずはどう向かう

かという知識を得ること。食中毒の発症について、

家庭の中で私は大丈夫だったけど、あなたは駄目だ

ったということもあったそうなので、自分自身の体調も合わせて知ること。 

必要な物を得る為にどのように調理すればよいか、どうすれば安全を得ることが

出来るか個人の検討が大事ということでした。 

川崎市の食の安全に関する質問では、市の担当者もＪＡの検査、市外産の野菜で

も検査をしていること、大きく流通しているものはピックアップして検査をおこな

っているため、市の対策は大丈夫であることを我々の結論として得ました。それを

理解して広めていくことも大事だと思います。 

ウイルスという目に見えないものを見える化して、これ位だったら大丈夫とか、

これ位の細菌がついているというのが見えるようにする技術が出来ないかという意

見もあり、これが新しい意見だと思います。ただ見えることだけに頼りすぎずに臭

いや手ざわりや色々な感覚を活用して、賞味期限が何日までだからというその数字

にも惑わされずに、自分の判断力をつけていくこと。それは今からでも知識を持っ

て進めていきましょうということです。 

色々なものをこれしかないからではなく、色々な物を選べる時代になってきたから

こそ、個人の判断力が大事なのではないかという結論になりました。Ｃグループか

らの発表は以上になります。有難うございました。 
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・最後に本日参加していただきましたファシリテーターから講評をいただき

ました。 

 

宮前区役所保健福祉センター衛生課食品衛生係 佐藤係長 

 宮前区役所保健福祉センター衛生課食品衛生係の係

長をしています佐藤と申します。今回Ａグループの方

に沢山質問を頂きました。皆さん、表示を気にされて

いることが多くて、特にアレルギーや添加物が気にな

るとのことでした。コンビニのお弁当でも添加物を使

っているという話がありました。添加物について、衛

生課としては決められた基準であればその中で使って頂いて構わないので、あとは

買う方でどういった物を買うかということになります。表示についてもインストア

でむき出しのままであれば、店員さんに説明を求めることが前提なのですが、その

店員さんに何が入っているのですかと聞いていただければ、答えますよということ

を話しました。先ほどの講演で会社側は安全をやって頑張る、信頼については行政

がサポートして消費者の方の安心が生まれてくるということなので、皆さんに信頼

を得ていただくために、私達も積極的に何らかの形で動いていかなければいけない

と、今回この会に参加して思いました。今日はどうも有難うございました。 

 

 

健康福祉局健康安全研究所 残留農薬・放射能担当 岸係長 

 本日出席している他のファシリテーターは日頃食品衛

生監視員として市民の皆様の食の安全のために直接外に

出ていって仕事をするのですが、我々は、建物の中で、

食品などを対象に検査をするという仕事が中心なので市

民の方と直接接することが無く、今日は緊張して参加し

ました。 

食中毒のお話から始まりましたので、細菌が食品に付着することによる食中毒の

怖さというものが多く上げられていましたが、たまたま、Ｃグループの方から放射

能の話題が出まして、福島の原発事故のあと放射能のことについても心配というこ

とで、食中毒に関することだけでなく目を向けていった方がいいのではないかとい

う意見も出ました。福島近辺、東北地方については厳重に国も検査や管理などして

いるだろうが、遠く離れた川崎市の行政は何かやっているのだろうか、また市民の

ために放射能に関する安心安全に対して何をしているのでしょうかという質問がで

ました。我々はもちろんのこと、上下水道局や経済労働局、教育委員会など色々な



~ 11 ~ 
 

部署が食品に関わる仕事をしています。そういった部署がそれぞれ独自に計画を立

てて検査を行っております。全ての食品については検査できませんが、その中から

計画的に月にいくつという形で食品の検査を行っています。ほとんどの物が健康安

全研究所に持ち込まれて検査されますが、食品でいえば、中央卸売市場食品衛生検

査所もあり、流通しているたくさんの食品の中から選択して放射能検査が行われて

います。これも全てホームページに公表されています。しかし、気にはなるがホー

ムページまで見にいくかな、といった意見もありました。ホームページは、広く色々

な情報を伝えられるというところではあると思うのですが少し敷居が高いのかなと

いう気がしました。 

我々も日々、検査を頑張ってやっているのですが、あまり伝わっていないのだな

ということが、よく分かりました。また、こういうことをしていますよという発言

をさせて頂いたことによって、川崎市もちゃんとやってくれているのですねという

お言葉も頂きました。情報をどういう形にすれば伝わり易くなるのか、今一度考え

てみる必要があるのだなと考えさせられましたので、良い機会だったと思っており

ます。今日はどうも有難うございました。 

 

 

健康福祉局健康安全部健康危機管理担当食品安全担当 富樫さん 

 今日は、皆さん本当にお疲れ様でございました。市民

の皆さんの食に対するご意見をお伺いできる機会があま

りないので、大変良い経験だと思いました。Ｂグループ

では偽装表示の事例から、何を信じていいのかわからな

いという意見もありましたし、あまりに心配し過ぎるこ

とで楽しい食生活が送れないという意見もありました。 

どのグループも最終的には個々の判断になるという結論でしたが、皆さんが安心で

きる食生活を送るために、行政としてこれからも色々な情報を提供する必要がある

と思いました。岸係長からもお話がありましたが、どういった媒体を使って情報提

供することが効果的であるかは行政の検討課題だと思っています。皆さんが多くの

情報を得て、その中でよい商品を選択して頂く、リスクはゼロではないけれど正し

い理解のもとで、消費生活を送って頂くことが、安心に繋がるのではないかと思い

ました。本日は貴重なお時間を有難うございました。 
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・最後にふりかえりシートを参加者に記入していただき終了となりました。 

 

【～今日のふりかえり～集計】 

◎講演時間について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎講演で一番印象に残った事は？（抜粋） 

・ 良いか悪いかの二元論では決められないこと。判断は個人で行うことが最も

重要であるということが印象に残った。その判断を適切に行うために学ぶこと

も必要。情報は発信されているので、それを得にいく努力もしなければならな

い。食中毒といったらノロウイルスが有名だが、それ以外にたくさんの種類が

あり、気にすべきポイントも複数気付いた。 

 ・ 自分自身、ノロウイルスには子どもから感染したことがあるが、それ以外食

中毒と明らかに分かる事態にあったことがないので、こんなに多くの事例があ

ると思わなかった。リスクはゼロにならないが、個々で選別していく時代とい

うのが新鮮だった。 

  

◎意見交換会で感じたことは？（抜粋） 

・ すべての人が向上心にあふれていてとてもよい話し合いになった。消費者が

情報・知識を持つことがいかに大事かよくわかった。日常の生活の中に本日お

聞きしたことを生かしたい。 

・ 安全な食品を見極めるのに各自様々な工夫をしていることを知りました。食

の安全の完全性は求めがたいが、リスクを最小化する知恵は各自の努力で実践

できそうだと思いました。 

・ 食の安全について、輸入食品はどうなのか？ 食品表示の不安についてパン

や揚げ物などに表示が無いことなど。人によりリスクの感じ方が違うように、

皆さん色々な事に疑問があり意見交換ができたので良かったです。 


